
（広 告）

認
知
症
カ
フ
ェ
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

注
意
！

あ
な
た
の
土
地
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す

学
生
の
皆
さ
ん
へ

就
職
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま
す

　
「
一
時
的
に
資
材
置
き
場
と
し
て
貸
し
て

ほ
し
い
」、
「
良
い
土
で
土
地
を
埋
め
立
て

て
あ
げ
ま
す
」な
ど
と
、う
ま
い
話
を
持
ち

か
け
ら
れ
、
安
易
に
同
意
し
て
し
ま
っ
た

結
果
、
廃
棄
物
を
不
法
投
棄
さ
れ
た
り
、

無
許
可
で
建
設
残
土
を
埋
め
立
て
ら
れ
た

り
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
責
任
や
処
理
費
用
の
負
担
は

行
為
者
だ
け
で
な
く
、
土
地
所
有
者
に
及

ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
不
法
投
棄
、
野
焼

き
、
不
適
正
な
残
土
埋
立
て
を
発
見
し
た

場
合
は
、
直
ち
に
「
不
法
投
棄
１
１
０
番
」

ま
で
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

不
法
投
棄
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０－

５
３
６－

３
８
０

受
付
時
間　

平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
５
時
15
分

※

受
付
時
間
外
は
最
寄
り
の
警
察
署
ま
で

問
合
せ　

茨
城
県
廃
棄
物
規
制
課

　

☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
０
３
５

　

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
の
方
を
中
心

に
、
誰
も
が
参
加
で
き
る
交
流
の
場
と
し

て「
認
知
症
カ
フ
ェ
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
講
座
や
、
様

々
な
質
問
へ
の
対
応
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
認
知
症
に
関
心
の
あ
る
方
は
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
城
里
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

日　

時

　

令
和
６
年　

６
月
15
日（
土
）、
８
月
17

　
　

日
（
土
）、
10
月
19
日（
土
）、
12
月
21

　
　

日（
土
）

　

令
和
７
年　

２
月
15
日（
土
）

　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

場　

所　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
城
里
敷
地

　

内
カ
フ
ェ
・
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク（
城
里
町

　

石
塚
４
８
１

－

１
）

定　

員　

15
名

参
加
費　

５
０
０
円（
お
茶
代
等
）

問
合
せ　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
城
里

　

☎
０
２
９

－

２
５
５

－
７
６
６
６

○
桂
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

日　

時

　

令
和
６
年　

７
月
19
日（
金
）、
９
月
20

　
　

日
（
金
）、
11
月
15
日（
金
）

　

令
和
７
年　

１
月
17
日（
金
）、
３
月
21

　
　

日
（
金
）

　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

場　

所　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
桂
（
城
里
町

　

上
阿
野
沢
５
４
５

－

１
）

定　

員　

10
名

参
加
費　

３
０
０
円（
お
茶
代
等
）

問
合
せ　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
桂

　

☎
０
２
９

－

２
８
９

－

２
０
４
０

　

大
学
院
、
大
学
、
短
大
、
高
専
、
専
修

学
校
、
能
開
校
等（
高
校
は
除
く
）の
令
和

７
年
３
月
卒
業
予
定
者
お
よ
び
既
卒
未
就

職
者
（
卒
業
後
お
お
む
ね
３
年
以
内
）を
対

象
に
、
県
内
の
企
業
を
集
め
た
面
接
会
「
チ

ャ
レ
ン
ジ
い
ば
ら
き
就
職
フ
ェ
ア
」（
前
期
）

を
開
催
し
ま
す
。
午
前
の
部
と
午
後
の
部

で
参
加
企
業
を
入
れ
替
え
て
行
わ
れ
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

開
催
期
日
・
場
所

　

①
６
月
22
日（
土
）　

水
戸
会
場

　
　

ホ
テ
ル
レ
イ
ク
ビ
ュ
ー
水
戸
（
水
戸

　
　

市
宮
町
１

－

６

－

１
）

　

②
６
月
29
日（
土
）　

つ
く
ば
会
場

　
　

つ
く
ば
国
際
会
議
場（
つ
く
ば
市
竹
園

　
　

２

－

20

－

３
）

　

③
７
月
８
日（
月
）　

水
戸
会
場

　
　

水
戸
市
民
会
館
（
水
戸
市
泉
町
１

－

　
　

７

－

１
）

　

※

開
催
時
間
に
つ
い
て
は
、
午
前
の
部

　
　

が
午
前
10
時
40
分
〜
午
後
０
時
40
分
、

　
　

午
後
の
部
が
午
後
２
時
〜
午
後
４
時

　
　

と
な
り
ま
す
。

参
加
予
定
企
業
数　

　

①
６
月
22
日（
土
）　

140
社

　

②
６
月
29
日（
土
）　

80
社

　

③
７
月
８
日（
月
）　

60
社

申
込
方
法　

チ
ャ
レ
ン
ジ
い
ば
ら
き
就
職

　

フ
ェ
ア
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

　

だ
き
、
い
ば
ら
き
電
子
申
請
・
届
出
サ

　

ー
ビ
ス
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

参
加
費
用
に
つ
い
て
は
、
無
料
と
な
り

　

ま
す
。
情
報
に
つ
い
て
は
随
時
更
新
し

　

て
お
り
ま
す
の
で
、

　

そ
の
他
詳
細
に
つ
き

　

ま
し
て
は
ホ
ー
ム
ペ

　

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

　

さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
県
労
働
政
策
課

　

☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
６
４
５（
直
通
）



（広 告）

相
続
登
記
と
遺
言
書
保
管
の

相
談
会
を
行
い
ま
す

事
業
主
の
方
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
の
お
知
ら
せ

指
定
難
病
受
給
者
証
の

更
新
に
つ
い
て

三
の
丸
カ
レ
ッ
ジ
講
座
の

ご
案
内

常
北
公
民
館
ラ
ウ
ン
ジ
展
を

開
催
し
ま
す

▲詳細はこちら

　

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
は
、
有
効
期
間
が
満
了
す
る
前

に
、
更
新
申
請
が
必
要
で
す
。
受
付
期
間

内
に
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
中
央
保
健
所

か
ら
５
月
頃
に
発
送
さ
れ
た
通
知
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
県
中
央
保
健
所
健
康
増
進
課

　

☎
０
２
９

－

２
４
１

－

０
１
０
０

　

令
和
６
年
度
労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇

用
保
険
）の
年
度
更
新
の
申
告
期
間
は
、
６

月
３
日
（
月
）
〜
７
月
10
日（
水
）で
す
。
お

近
く
の
労
働
局
、
労
働
基
準
監
督
署
、
金

融
機
関
な
ど
で
申
告
・
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

年
度
更
新
申
告
書
は
、
５
月
下
旬
に
発

送
し
て
い
ま
す
。
申
告
書
の
書
き
方
お
よ

び
申
告
・
納
付
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、

年
度
更
新
申
告
書
に
同
封
し
て
い
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
や
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

茨
城
労
働
局

　

☎
０
２
９

－

２
２
４

－

６
２
１
３

　

水
戸
地
方
法
務
局
に
お
い
て
、
茨
城
司

法
書
士
会
お
よ
び
茨
城
土
地
家
屋
調
査
士

会
と
共
催
で
相
続
登
記
や
遺
言
書
保
管
に

関
す
る
無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。
相

続
登
記
や
遺
言
書
保
管
に
つ
い
て
お
考
え

の
方
は
、
ぜ
ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

電
話
に
よ
る
事
前
予
約
制
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
電
話
予
約
受
付
は
６
月
10
日（
月
）

か
ら
行
い
、
受
付
時
間
は
平
日
の
午
前
９

時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
水
戸
地
方
法
務

局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

７
月
６
日（
土
）

　

①
午
前
10
時 

②
午
前
10
時
45
分

　

③
午
前
11
時
30
分 

④
午
後
０
時
15
分 
　

⑤
午
後
１
時 

⑥
午
後
１
時
45
分 
　

⑦
午
後
２
時
30
分 

⑧
午
後
３
時
15
分

　

※
各
回
30
分

場
　
所　

水
戸
地
方
法
務
局（
水
戸
市
北
見

　

町
１

－

１　

水
戸
法
務
総
合
庁
舎
）

定
　
員

　

①
相
続
登
記　

32
名

　

②
遺
言
書
保
管　

16
名

問
合
せ　

水
戸
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記

　

部
門

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

５
１
３
０

　

茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
、
次
の
と
お
り
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

ご
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。
お
申
し
込
み
方
法
に
つ

い
て
の
詳
細
は
、
茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

○
仕
事
と
介
護
の
両
立
講
座

－

家
族
の
介
護

　
に
直
面
し
て
も
働
き
続
け
る
た
め
に

－

内
　
容　

仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
た
め

　

に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日
　
時　

７
月
21
日（
日
）、
８
月
18
日（
日
）、

　

９
月
15
日（
日
）、
10
月
20
日（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

○
人
生
100
年
時
代
　
充
実
し
た
第
二
の
人

　
生
を
送
る
た
め
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア

　
準
備
講
座

内
　
容　

経
験
や
ス
キ
ル
、
知
識
を
活
か

　

し
幸
せ
な
第
二
の
キ
ャ
リ
ア
を
自
ら
デ

　

ザ
イ
ン
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
ま
す
。

日
　
時　

７
月
６
日（
土
）、
13
日（
土
）、

　

20
日（
土
）、
27
日
（
土
）
、
８
月
３
日

（
土
）　

午
前
10
時
〜
正
午

参
加
費　

２
，
０
０
０
円

問
合
せ
・
申
込
み　

茨
城
県

　

水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

１
３
１
３

　

常
北
公
民
館
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り

ラ
ウ
ン
ジ
展
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

内
　
容　

写
真
撮
影
サ
ー
ク
ル
「
城
里
光

　

画
ク
ラ
ブ
」
に
よ
る
作
品
の
展
示

期
　
間　

６
月
18
日（
火
）〜
27
日（
木
）

※

休
館
日
の
６
月
24
日
（
月
）
を
除
く

開
館
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
10
時

※

最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で

問
合
せ　

常
北
公
民
館

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

５
５
７
５


